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様式第５号（第１０条第１項関係） 

 

意見交換会報告書 

令和５年７月１２日 

尾張旭市議会議長 殿 

 

委員名（議員名）   秋田 さとし 

  

開催日時  

 

令和５年７月１２日 午後７時３０分～午後８時３０分 

開催場所 尾張旭市中央公民館３０３会議室Ａ 

出席議員 

秋田さとし、櫻井直樹、いとう伸一、片渕卓三、榊原利宏、 

日比野和雄、丸山幸子（議長）、松原たかし（副議長） 

計８人 

参加人数 
 

１１人 

  団 体 名 

 

尾張旭市学童クラブ連絡会 

テ ー マ 

 

地域との連携について 

 

主な意見 

 ・提言等 

【主な意見・要望】 

・学校から学童クラブ、学童クラブから自宅までの通学路の見直し 

・街路灯・防犯灯の設置 

・雨や夏休みに学校の体育館を使用したい 

・地域の方々が講師となるようなシステムの構築 

・放課後のスポーツ教室のシステムの構築 

・名古屋産業大学の学生との交流 

・自治会・町内会の方との連携を持ちたい 

【提言等】 

・学校側と話をしてみる 

・連合自治会長、町内会長等と話をする機会をつくる 

・小学校の部活動が廃止となり今後の子どもたちの居場所づくりの提言をし

ていく 
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主な意見 

 ・提言等 

【記録】 

○ 小中学校の体育館利用について 

● 長期休業中に関しての学校施設利用については、中学生や小学生

の活動もあるので、学校とよく相談していただくとよい。 

 

○ 街路灯の設置について 

● 畑の道への街路灯設置は、電柱がないので設置は難しいと考えら

れる。 

街路灯と防犯灯の区別があり、街路灯は土木管理課、防犯灯は市 

民活動課が担当になる。 

防犯灯は、町内会の管轄なので、自治会（町内会）に相談すると 

よい。 

 

○ 通学路の新設について 

● 通学路の変更や新設は可能と思われるが、通学路の設定には、必

ず理由があるので、教育委員会や学校とよく相談していただきた

い。 

 

○ 学童クラブ施設の地域への周知について 

● 愛知県の補助を受けての施設なので、回覧板を活用して地域に周 

知するとよい。 

  コロナ禍で地域へのお披露目会が実施できていないので、回覧板

で周知するとともに、時期は遅れるが、地域へのお披露目会を実

施することも地域のためになると考える。 

   

○ 小学校の部活がなくなった影響について 

 ・公園でボール遊びができずに、どこでボール遊びをしたらよいの

か困っている。 

 ・今まで部活動をしていた子どもたちの居場所がない。 

 ・校区により、取組がまちまちで、市全体としてまとまったシステ

ムはできないか。 

● 公園のボール遊びについては、公園農政課が担当になる。 

  部活動の地域移行については、市としても試行段階で、いろいろ

と取り組んでいる。福祉文教委員会では、部活動の地域移行につ

いて、埼玉県白岡市に行政調査を予定している。 


